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議案第３号 

 

 

地域医療・保健・福祉施策等の充実について 

 

（新潟県市長会） 

 

 地域医療・保健・福祉施策等の充実強化を図るため、国においては、次の事項につ

いて積極的かつ適切な措置を講じられるよう強く要望する。 

 

 

１ 地域医療の充実について 

 (1) 救急医療体制や地域医療の維持・確保のため、産科、小児科をはじめとする医

師・看護師の不足や地域間・診療科間の偏在を解消し、計画的な医師等の育成・

確保及び定着がなされるよう、医師に対する一定期間の医師不足地域への勤務義

務化やインセンティブ制度の導入など、実効性のある政策及び十分な財政措置を

早急に講じること。 

(2) 過疎地域等における医療体制の維持・確保に取り組む自治体に対し、財政支

援を講じること。 

また、持続可能な地域医療体制を構築するため、へき地等における診療所管理

者の常勤に係る例外的措置を一般制度化すること。 

(3) 地域医療体制維持のため、公的病院に対し、公立病院への普通交付税措置と

同等の財政支援を講じること。 

  また、都市自治体が行っている公的病院への運営費等の補助について、財政措

置を講じること。 

 

２ 国民健康保険制度について 

国民健康保険制度の安定的運営ができるよう、国庫負担割合の引上げなど、財政

基盤の強化を図るとともに、子育て世帯や低所得世帯の保険料負担軽減策を拡充す

ること。 

また、保険者努力支援制度について、支援総額の拡充を図ること。 

 

３ 介護保険制度について 

 (1) 介護保険制度の持続的かつ安定的な運営のため、国庫負担割合の引上げなど、

財政措置を拡充すること。 

    また、今後も介護サービスが持続的に提供できるよう、基本報酬の引上げなど、

抜本的な制度の見直しを行うこと。 

 (2) 地域包括ケアシステムの実現に向けて、介護従事者の確保・育成及び処遇改善

を図るため、財政措置の拡充を図るとともに、地域の実情において市町村が独自

に実施する人材確保等の取組に対し、必要な財政支援を講じること。 

(3) 介護施設における長寿命化計画の策定や老朽化に伴う大規模修繕及び耐震化

に対する支援制度を拡充すること。 
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４ 少子化対策・子育て支援について 

 (1) ひとり親世帯における養育費の受取を促進するため、協議離婚時の養育費に関

する取決めの義務化など、履行確保の強化に向けた具体策を検討すること。 

また、法定養育費や先取特権の創設に当たっては、その請求や差押えを実効

性あるものとし、請求額を公正証書等による取決めを行った場合と同程度とす

ること。 

(2) 男女ともに仕事と家庭生活で活躍できるよう、保育士等の配置基準を見直す

など、良好な保育環境等を確保するとともに、放課後児童育成事業の充実を図る

こと。 

 (3) 子どもの医療費助成制度について、国の責任において制度化すること。 

(4) 子育て世代が望む行政サービスを等しく安定的に享受できるよう、子育て世

帯の経済的負担をナショナルミニマムに位置付け、国において、必要な措置を

講じること。 

(5) 妊産婦の経済的負担を軽減するため、妊産婦医療費助成制度を創設するとと

もに、転出入に伴う手続きの簡素化等を図るため、全国一律の妊婦健康診査制度

を確立すること。 

(6) こども未来戦略に基づき、各自治体が特色ある支援策を講じられるよう、地

方財源を安定的に確保するとともに、医療や教育など、全国一律に実施すべき

総合的な施策については、自治体の財政力によって地域格差が生じることのな

いよう、国の責任において実施すること。 

 

５ 障がい者・保健福祉施策の充実強化について 

 (1) 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業について、市町村の超過負担等が

生じないよう、必要な財源を確保すること。 

   また、同法に基づく障害者相談支援事業や基幹相談支援センターを運営する

事業等について、当該事業は障害福祉サービスの根幹をなすものであることから、

社会福祉法を根拠とする一般相談支援事業等と同様の取扱いとすること。 

 (2) 身体障害者手帳の交付対象外である軽・中等度難聴者に対して、補聴器購入助

成制度を創設すること。 

また、イヤーモールドなどの人工内耳に関係する付属品を補装具費支給制度

の対象とすること。 

 (3) 精神障がい者に係る有料道路料金、旅客鉄道運賃及び航空運賃について、割引

制度を設けること。 

また、乳幼児が難病等で遠方の専門病院での治療が必要になった場合につい

て、障がい者手帳の取得前における通院交通費助成制度を創設すること。 

 (4) おたふくかぜ及び帯状疱疹の両ワクチンを早期に定期接種として位置づける

とともに、骨髄移植等により定期接種の再接種が必要となった場合、当該接種を

定期接種として位置付けるなど、助成制度を確立すること。 

また、定期予防接種のワクチンについて、国の責任において、国民全てが等

しく接種できるよう、必要な財源を確保すること。 

(5) いわゆる「生理の貧困」問題について、新型コロナウイルス感染症対策とし

ての一過性の支援では根本的な問題解決に至らないため、国が主体となり、具体

的な施策を継続的に講じること。 
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(6) 生活保護世帯に対する冷房器具の設置費及び故障等に伴う修理や入替費支給

について、生活保護開始日などにより支給条件に差が生じることのないよう全

ての被保護世帯を支給対象とすること。 

 (7) 民生委員・児童委員制度について、当該委員の活動を支える体制の構築や活動

費を現状に見合った額とするなど、担い手不足解消に向けた取組を推進すること。 

 

６ 廃棄物対策の充実強化について 

循環型社会形成推進交付金について、廃棄物処理施設整備の計画的な実施や合併

処理浄化槽の設置促進を図ることができるよう、所要額を確実に確保するとともに、

交付対象の拡大、交付率の引上げや要件の緩和など、財政措置を拡充すること。 

また、令和元年度から補助対象外となった合併処理浄化槽の交換・更新に係る費

用を国庫補助の対象とするよう見直すこと。 

 


